
利用料金表（共生型放課後等デイサービス） 
                                                                ※令和 6 年４月～ 

 

 

●当施設の特徴：弊社は福井市若杉を拠点に、居宅介護支援事業所、リハビリ・口腔ケア専門型デ

イサービス、共生型生活介護、共生型放課後等デイサービス、訪問看護のご提供

を通じて、障害をもたれた方の自立支援を目的にサービス提供している会社です。

当事業所の特徴としては、お年寄りのデイサービスの利用者様や障がいを持たれ

た利用者様と同じフロアーで楽しい時間を共有できる放課後等デイサービスです。

生活能力の向上、社会との交流の促進のためのメニューを設け、自立した日常生

活を営むために必要な訓練、創作的活動、作業活動、交流の機会の提供、予暇の

提供等本人の希望を踏まえたサービスを提供しています。入浴設備もあり、ご希

望の利用者様には入浴サービスも実施しております。また、リハビリご希望の利

用者様には理学療法士等が個別でのリハビリを提供しております。自然光を採り

入れた間取りとヒノキの床・木材をふんだんに使った心地よい空間も当施設の特

徴です。 

 
●事業所番号：福井県指定 第 1850102557 号          

        

●利用定員：9 名   

 

●対象利用者：就学している 6 歳から 18 歳までの通所による療育等の支援が必要と認められてい

る障がい（発達障害を含む精神障害、身体障碍、知的障害）を持つお子さんが対象

となります。 

 

●営業時間：（授業の終了後に行う場合）11 時 30 分～18 時 00 分    

（休業日に行う場合）9時 30 分～18 時 00分    

 

●サービス提供時間：（学校終了後）12 時 30分～17 時 30 分 ※延長可        

                     （学校休業時）10 時 30分～17 時 30 分        

 

●営業日：月曜日～土曜日（休業日：日曜日、祝日、ＧＷ、8/15、年末年始）      

 

●電話番号：0776 – 33 - 0708                                      

 

●FAX：0776 – 33 – 0709 

 

●管理者：魲 智美（すすき ともみ） 

 

●担当：児童発達支援管理責任者    魲 智美（すすき   ともみ） 

児童発達支援管理責任者      橋本 由紀江（はしもと   ゆきえ） 

 

●利用料金表 

 

☆共生型放課後等デイサービス給付費＜利用者負担額１割負担＞ 

利用時間 利用単位 利用者負担額 

授業の終了後に行う場合 ４３０単位／日（R6.4 月～） 43７円 

休業日に行う場合 ５０７単位／日（R6.4 月～） 5１６円 

 

 

（裏面に続く） 



☆加算＜利用者負担額１割負担＞  

 加算名 利用単位 利用者負担額 

加算 

共生型サービス体制強化加算イ １８１単位／日 1８４円／日 

福祉専門職員配置等加算Ⅰ １５単位／日 １５円／日 

利用者負担上限額管理加算 １５０単位／月 １５２円／月 

送迎加算 ５４単位／片道 ５４円／片道 

送迎加算（重症心身障害児）（R6.4月～） ９４単位／片道 ９５円／片道 

送迎加算（医療的ケア児）（R6.4月～） ９４単位／片道 ９５円／片道 

家庭支援加算Ⅰロ（居宅を訪問 １時間未満） ２００単位／回 ２０３円／回 

家族支援加算Ⅰハ（事業所等で対面） １００単位／回 １０１円／回 

個別サポート加算Ⅰ（R6.4 月～） ８０単位／日 ８１円／日 

個別サポート加算Ⅲ（R6.4 月～） ７０単位／日 ７１円／日 

欠席時対応加算Ⅰ ９４単位／日 ９５円／日 

入浴支援加算（月８回を限度）（R6.4 月～） ７０単位／日 ７１円／日 

共生型サービス医療的ケア児支援加算（R6.4月～） ４００単位／日 ４０７円／日 

延長支援加算（30 分以上１時間未満）（R6.4 月～） ６１単位／日 ６１円／日 

関係機関連携加算Ⅰ（月１回を限度）（R6.4月～） ２００単位／月 ２０３円／月 

福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位の 8.4% １割負担 

福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 所定単位の 1.3% １割負担 

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位の 2.0% 1 割負担 

 

 

●実費 

・マスク：２０円／枚    

・歯ブラシ：１５０円／本  

・昼食：７００円（おやつ代含む）／日            

・おやつ代：１００円／日   

・日常生活費（飲料代）：５０円／日      

・レジ袋：５円／枚  

                        

          

●送迎地域：福井市（福井市外は要相談） 

 

 

●利用者負担上限月額 

世帯所得 お支払い料金 

非課税世帯 ０円 

約８９０万円まで 月額上限４,６００円 

約８９０万円以上 月額上限３７,２００円 

※通所支援並びに障害福祉サービスの定率負担額（１割相当）には上限が定められており、１ヶ月にそ

の上限を超えた場合は支払わなくてもよいこととなっております。  

 

※利用者負担額 ＝ {（基本料金単位＋加算単位）×利用日数  } ×  地域区分 10.18  ＋  実費  

 


